
令 和 ６ 年 度 就 学 援 助 費 支 給 費 目 一 覧 表 小学校（中学校は裏面）     令和６年７月 

 
令和６年度 就学援助費支給費目の概要について、以下のとおりお知らせします。ご不明の点は、学務課（℡０２５８－３９－２２３９）までお問い合わせください。 

費  目 支 給 対 象 概 要  年  額 

第１回支給分 第２回支給分 第３回支給分 

支給予定日 

８月29日(木) 

支給予定日 

12月26日(木) 

支給予定日 

令和７年４月24日(木)

小

学

校

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

学 用 品 費          全学年 １１，６３０円 
 ３，８８０円 
（４～７月分） 

 ３，８８０円 
（８～11 月分） 

 ３，８７０円 
（12～令和７年３月分）

通 学 用 品 費          小１を除く全学年  ２，２７０円 
   ７６０円 
（４～７月分） 

   ７６０円 
（８～11 月分） 

   ７５０円 
（12～令和７年３月分）

新 入 学 学 用 品 費          
小１の４月１日認定者及び小６の 11 月１日現在認定者 
新入学の際必要な学用品や通学用品 

５４，０６０円 
６３，０００円 

小１ 
５４，０６０円 

小６ 
６３，０００円 

 

修 学 旅 行 費          
小６（又は小５）の修学旅行実施日現在認定者 

１泊２日以内で行われる修学旅行が対象 

交通費、宿泊費及び見学料等で、市の決定額を支給する 
決 定 額 

決 定 額 
（学校から収支決算の報告を受け、金額を決定し支給） 

校外活動費（泊なし）
校外活動実施日現在認定者 

交通費及び見学料で、市の決定額を支給する 
決 定 額 

（限度額３，０００円）

  
決 定 額 

（限度額３，０００円）

校外活動費（泊あり）

校外活動実施日現在認定者 

６年間をとおし、修学旅行を実施しない小６（又は小５）

のみ  

交通費、宿泊費及び見学料等で、市の決定額を支給する 

決 定 額 
決 定 額 

（学校から収支決算の報告を受け、金額を決定し支給） 

生徒会・ＰＴＡ会費 全学年 １，５００円 
５００円 

（４～７月分） 

５００円 
（８～11 月分） 

５００円 
（12～令和７年３月分）

通 学 費          
片道通学距離４km 以上で、交通機関（バス等）利用

者（学区外就学者を除く） 
実  費 

実  費 
（４～７月分） 

実  費 
（９～12 月分） 

実  費 
（令和７年１～３月分）

体 育 実 技 用 具 費          
スキー授業実施校の、原則として小１・小４（＊）で 12 月

１日現在認定者 

＊実施状況に応じ、小１～３の間で１回、小４～６の間で１回支給する

２６，５００円 

 

２６，５００円 

 

学 校 給 食 費          全学年 ４・８月分については、第３回目で調整し、支給する 実  費 
月額 6,000 円×納入月数 

(５～７月分) 

月額 6,000 円×納入月数
(９～11月分) 

年間納入額（認定期間分）

と第1・2回目支給額との

差額 

医 療 費          学校保健安全法が指定する病気に限る 実  費 医 療 券 を 交 付 

※ ５月１日以降認定された場合、学用品費、通学用品費、生徒会・ＰＴＡ会費、通学費及び学校給食費については、月割計算します。 

※ 特別支援学級在籍者の通学費については、通学距離に関係なく支給します。（自家用車の場合、市決定額） 

※ 上記の費目のうち、通学費については、長岡市立小学校以外は該当しません。 



令 和 ６ 年 度 就 学 援 助 費 支 給 費 目 一 覧 表 中学校（小学校は裏面）     令和６年７月 

令和６年度 就学援助費支給費目の概要について、以下のとおりお知らせします。ご不明の点は、学務課（℡０２５８－３９－２２３９）までお問い合わせください。 

費  目 支 給 対 象 概 要 年  額 

第１回支給分 第２回支給分 第３回支給分 

支給予定日 

８月29日(木) 

支給予定日 

12月26日(木) 

支給予定日 

令和７年４月24日(木)

中

学

校

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

学 用 品 費          全学年 ２２，７３０円 
 ７，５８０円 
（４～７月分） 

 ７，５８０円 
（８～11 月分） 

 ７，５７０円 
（12～令和７年３月分）

通 学 用 品 費          中２、中３  ２，２７０円 
   ７６０円 
（４～７月分） 

   ７６０円 
（８～11 月分） 

   ７５０円 
（12～令和７年３月分）

新 入 学 学 用 品 費          

中１の４月１日認定者 

新入学の際必要な学用品や通学用品 
＊昨年 12 月に前倒しで支給を受けている方は、昨年支給した額と

の差額（3,000 円）を第１回目に支給します。 

６３，０００円 ６３，０００円 

  

修 学 旅 行 費          
中３（又は中２）の修学旅行実施日現在認定者 

２泊３日以内で行われる修学旅行が対象 

交通費、宿泊費及び見学料等で、市の決定額を支給する 

決 定 額 
決 定 額 

（学校から収支決算の報告を受け、金額を決定し支給） 

校外活動費（泊なし）
校外活動実施日現在認定者 

交通費及び見学料で、市の決定額を支給する 
決 定 額 

（限度額４，０００円）

  
決 定 額 

（限度額４，０００円）

校外活動費（泊あり）

校外活動実施日現在認定者 

３年間をとおし、修学旅行を実施しない中３（又は中２）

のみ 

交通費、宿泊費及び見学料等で、市の決定額を支給する 

決 定 額 

  

決 定 額 

生徒会・ＰＴＡ会費 全学年 ３，０００円 
 １，０００円 
（４～７月分） 

 １，０００円 
（８～11 月分） 

 １，０００円 
（12～令和７年３月分）

通 学 費          
片道通学距離６km 以上で、交通機関（バス等）利用

者（学区外就学者を除く） 
実  費 

実  費 
（４～７月分） 

実  費 
（９～12 月分） 

実  費 
（令和７年１～３月分）

体育実技 

用 具 費 

スキー
スキー授業実施校の初回実施学年で 12 月１日現在認

定者 
３８，０３０円 

 
３８，０３０円 

 

柔 道
柔道授業実施校の初回実施学年で、７月１日現在認定者 

スキー授業を実施せず、柔道の授業で、個々に柔道着を用意する学校 
 ７，６５０円 ７，６５０円 

  

剣 道
剣道授業実施校の初回実施学年で、７月１日現在認定者 

スキー授業を実施せず、剣道の授業で、個々に剣道着を用意する学校 
５２，９００円 ５２，９００円 

  

学 校 給 食 費          全学年 ４・８月分については、第３回目で調整し、支給する 実  費 
月 額 7 , 0 0 0 円×納入月数

(５～７月分) 
月額 7,000 円×納入月数

(９～11月分) 

年間納入額（認定期間分）

と第1・2回目支給額との

差額 

医 療 費          学校保健安全法が指定する病気に限る 実  費 医 療 券 を 交 付 

※ ５月１日以降認定された場合、学用品費、通学用品費、生徒会・ＰＴＡ会費、通学費及び学校給食費については、月割計算します。 

※ 特別支援学級在籍者の通学費については、通学距離に関係なく支給します。（自家用車の場合、市決定額） 

※ 上記の費目のうち、通学費については、長岡市立中学校以外は該当しません。 


